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足立区吹付アスベスト対策費助成 

【 除去工事・マンション管理組合・申請 】 

必要書類（□：チェック欄） 

  □①申請書（第１号様式） 

□②申請者がマンション管理組合の代表である証明書等の写し 

□③現況図面（配置図、各階平面図、立面図、矩計図） 

□④現況写真（建物及び工事箇所を撮影したもの） 

□⑤案内図 

□⑥アスベスト分析調査報告書の写し 

□⑦工事の計画書 

□⑧建物の登記事項証明書 

（工作物においては、土地の登記事項証明書） 

□⑨建築年月日を確認できる公的書類 

（登記事項証明書で確認できない場合） 

□⑩工事の見積書（内訳書を含む、原則２社以上） 

□⑪継続使用同意書 

□⑫その他（委任状、区担当者から提出の指示があったのもの） 

 

 

  

 

 

※  

 

 

 

 

 

ご来庁時は、必ず事前にご予約をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

足立区環境部生活環境保全課アスベスト対策係 

℡：03-3880-8041（直通） 
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①申請書（第１号様式） 

マンション管理組合の代表のみが申請できます。 

また、建築物等が複数の者で共有又は区分所有されている場合は、次の書類を添

付してください。 

・当該建築物等の権利を共有する全員の者の同意を得たことが証明できるもの 

（建築物管理に関する規約又は約款等により定めがある場合は、当該規約等に

基づく議決をもって全員の者の同意とみなすことができる） 

     

例：規約等で「総会の開催は過半数の出席が必要、議決は三分の二の賛成が必

要」とあった場合は、その総会で議決を行ったことが確認できる書類（確

認印のある議事録等）をもって、全員の同意を得たと証明することができ

る。 

   

・マンション管理組合規約・約款等の写し 

 

申請書は、足立区ホームページからダウンロードしてください。生活環境保全課

窓口での配布も行っております。 

   （http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html） 

 

 ②申請者がマンション管理組合の代表である証明書等の写し 

規約等に基づき代表が任命された総会の議事録（確認印のあるもの）等 

 

③現況図面（配置図、各階平面図、立面図、矩計図） 

当該建築物の配置図、各階平面図、立面図、矩計図、かつ次の事項が確認できる

ものをご用意ください。 

・吹付材使用箇所が明示されている。（書込み可） 

   ・吹付箇所の面積が分かる。（書込み可） 

   ※上述の図面が紛失している場合は、区担当者にご相談ください。 

  

④現況写真（建物及び工事箇所を撮影したもの） 

対象の建築物等、吹付箇所及び状況が分かる写真を提出してください。 

 

例：吹付材が建物の天井裏にある場合 

建物の外見→建物内→建物天井→天井裏の吹付材 計４枚 
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⑤案内図 

   建物の位置が明確に分かるもの。 

例：『○』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   『×』 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

⑥アスベスト分析調査報告書の写し 

 除去を予定している吹付材の分析調査結果を提出してください。 

 

⑦工事の計画書 

大気汚染防止法による届出に添付する計画書と同じであれば省略できます。その

場合は、生活環境保全課への届出日と受理番号を申請書に記載してください。 
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⑧建物の登記事項証明書（工作物においては、土地の登記事項証明書） 

  発行日から三ヶ月以内のもの 

東京法務局城北出張所で発行しています。（有料） 

所在地・連絡先 

〒124-8502 葛飾区小菅 4丁目 20 番 24 号 

電話：０３－３６０３－４３０５（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨建築年月日を確認できる公的書類（⑧の登記事項証明で確認できない場合） 

 建築確認済証や固定資産税の課税証明書等をご用意ください。 
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⑩工事の見積書（内訳書を含む） 

   原則２社以上から見積りをお取りください。 

   注意点 ・申請書と同じ氏名、場所、件名を記載する。 

       ・工事の計画書にある項目に合わせて、内訳を作成する。 

・消費税は助成対象にならない。 

 

⑪継続使用同意書 

 本助成を受ける建築物等を除去工事完了日から５年間継続使用することに同意

していただきます。（様式は、①と同じ入手方法。） 

 

⑫その他（委任状、共有者の承諾書 など） 

マンション管理組合の代表以外が申請する場合は、必ず委任状が必要です。 

その他の必要書類については、区担当者にご確認ください。 
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足立区吹付アスベスト対策費助成 

【 除去工事・マンション管理組合・完了届 】 

必要書類（□：チェック欄） 

□①吹付アスベスト対策完了届（第６号様式） 

 

□②契約書等の写し 

 

□③工事写真（施工前、中、後） 

 

□④工事の報告書 

 

□⑤労働基準監督署に提出した除去工事に係る書類の表紙の写し 

 

□⑥産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 
 

□⑦工事費用の請求書の写し 

 

□⑧工事費用の支払い証明書類 

 

□⑨その他（区担当者から提出の指示があったのもの） 

 

 

 

 

 

ご来庁時は、必ず事前にご予約をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

足立区環境部生活環境保全課アスベスト対策係 

℡：03-3880-8041（直通） 
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①吹付アスベスト対策完了届（第６号様式） 

申請書は、足立区ホームページからダウンロードしてください。生活環境保全課

窓口での配布も行っております。 

   （http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html） 

 

 ②契約書等の写し 

   注文書・依頼書と注文請書の組合せ等、助成申請者と調査事業者との契約関係が

確認できるものを提出してください。 

金額に応じた収入印紙を貼付してください。 

 

 ③工事写真 

施工前、中、後（同一箇所）の写真を提出してください。ただし、工事の報告書

内に当該写真がある場合は、省略することができます。 

 

 ④工事の報告書 

施工前、中、後の空気中の石綿濃度測定結果や申請時の見積りや計画書に記載さ

れた内容が確認できる報告書を提出してください。 

 

⑤労働基準監督署に提出した除去工事に係る書類の表紙の写し 

受付印を押印した表紙の写しをご提出ください。 

 

 ⑥産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写し 

   除去工事を行った場合は、Ａ、Ｂ２、Ｅ票の写しを提出してください。 

   封じ込め、囲い込みの場合は、提出する必要はありません。 

 

⑦除去工事費用の請求書の写し 

   工種、金額等を申請時に提出した見積りに合わせて作成する。ただし、申請後に

金額等の変更がある場合は、変更申請が必要になるため、あらかじめ区担当者と協

議してください。 

申請時と同じ氏名、場所、件名を記入してください。 

 

 ⑧除去工事費用の支払い証明書類（領収書の写し等） 

   「場所、件名、アスベスト除去工事のため」等、本工事により発生したものであ

ることを確認できる事項を記載してください。 

金額に応じて収入印紙を貼付してください。  
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⑨その他（区担当者から提出の支持があったもの） 

マンション管理組合の代表以外が申請する場合は、必ず委任状が必要です。 

その他の必要書類については、区担当者にご確認ください。 


